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１ 用地分譲の趣旨 

  川内港久見崎みらいゾーンでは、令和２年１０月に策定した「川内港久見崎みらいゾーン

産業立地ビジョン」における産業立地の基本方針（①ＳＤＧｓ、循環経済モデル、先端素材、

次世代エネルギーを取り入れた２１世紀型産業の育成、②川内港との連携による川内港背後

地機能の強化、③南九州西回り自動車道の全線開業を見据えた物流拠点の整備、④地元地区

の活性化）に基づき、企業の立地が進んでいます。 

  令和８年３月２３日より、３次募集として、９街区の一部、１０街区の分譲予約を再開い

たします。 

 

２ 募集用地の概要 

  電力、水道、情報インフラ等については、使用規模等により別途負担金が発生する場合が

あります。各事業者にお問い合わせください。 

 ⑴ 事業主体：薩摩川内市土地開発公社（以下、「土地開発公社」という。） 

 ⑵ 所在地：薩摩川内市久見崎町字前田 640番 10地先外 

 ⑶ ３次募集分譲用地面積：約 6.9ha（工業エリア） 

   ≪内訳≫ 

   ① ９－１街区  約 1.9ha 

   ② ９－２街区  約 1.9ha 

   ③ １０－１街区 約 1.5ha 

   ④ １０－２街区 約 1.5ha 

   ※ 配置図は街区割図（資料１）を参照。 

   ※ 分譲予約希望用地については本要領「３ 用地分譲までの流れ⑶ 分譲予約希望用

地」の項を参照の上、提出してください。 

   ※ 1街区、3街区、4街区、5街区、9街区の一部は分譲済です。 

   ※ 2街区と 6街区の募集は、現在、行っておりません。 

 ⑷ 緑地・環境施設：工場立地法等の関係法令を遵守してください。 

 ⑸ 分譲価格：9、10街区：6,000円/㎡  

   ※ 分譲価格は１㎡当たりの単価に分譲面積を乗じたものとし、確定測量完了後の分譲

面積により計算し確定します。 

 ⑹ 用水：市上水道 

   ※ 給水施設計画平面図（資料２）を参照。 

   ※ 市上水道の引込工事は、譲受人の負担となります。 

   ※ 薩摩川内市水道局受水槽設置区域であるため、25㎜以上の大口径については、受水

槽の設置が必要となります。（直結給水は、20㎜までとなります。） 

   ※ 市上水道以外の用水（地下水など）の開発・利用は、譲受人の負担となります。 

 ⑺ 排水：基準以下になるよう個別に浄化処理した上、排水路に接続します。 

   ※ 水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合は排水基準を遵守してください。 

 ⑻ 電力：九州電力送配電㈱から配電予定 

   ※ 負担金が必要な場合があります。電力供給に関しては、申込内容や申込時期によって、

対策内容・工期が変わりますので、適宜、九州電力送配電株式会社へご相談ください。 

 ⑼ ガス：ＬＰガス 

 ⑽ 情報インフラ：光回線（提供事業者ＱＴネットと協議が必要です。） 

 ⑾ 地盤：別途ボーリング調査を実施しています。詳細情報が必要な場合は土地開発公社ま

でお問い合わせください。 

 ⑿ 景観：薩摩川内市景観条例を遵守してください。 
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   ※ 今後、薩摩川内市が当該用地に地域の景観や建築物等に関するルールを設定する可

能性がありますので、その際には市との協議にご協力ください。 

 ⒀ 交通アクセス： 

   南九州西回り自動車道 薩摩川内水引 IC、薩摩川内高江 IC：約 6ｋｍ（車 9分） 

   川内駅：約 11ｋｍ（車 19分）、川内港：約 3.5ｋｍ（車 6分） 

 ⒁ 出入り口等：各街区から道路への出入り口等については、譲受人選定後に、譲受人と事

業主体の双方協議の上、詳細（位置等）を決定します。 

         出入口の整備費については、譲受人の負担となります。 

 ⒂ 区域区分：都市計画区域外 

 ⒃ 用途制限等： 

   当該地区は都市計画区域外にありますが、エリア毎に下記のとおり建築物の用途制限等

を設けます。また、今後、エリア毎の用途制限に準じた都市計画法に基づく用途地域の指

定を行う予定です。募集をしている 9街区、10街区は工業エリアとなります。 

   騒音規制基準、振動規制基準及び悪臭防止法に基づく敷地境界における規制については、

今後、薩摩川内市において変更を行う予定であり、以下に変更後の内容を記載してありま

す。 

 準住居エリア 準工業エリア 工業エリア 

都市計画用途区域（予定） 

※資料３を参照。 
準住居地域 準工業地域 工業地域 

建築物の容積率 200％以内 200％以内 200％以内 

建築物の建ぺい率 60％以内 60％以内 60％以内 

騒音規制基準 第２種区域 第３種区域 第４種区域 

振動規制基準 第１種区域 第２種区域 第２種区域 

悪臭防止法に基づく敷地境界に

おける規制 
Ｂ１地域 Ｂ１地域 Ｂ１地域 

緑地面積率／環境施設面積率 － 10%／15%以上 5%／10%以上 

   ※ 用途指定までの期間、エリア毎の用途制限を厳守していただくため、土地売買契約時に

別途協定を締結します。その際に、建築物等についての計画図面等を提出いただき、上記

内容が遵守されていることを改めて確認します。 

   ※ 騒音、振動、悪臭に係る規制は、資料４のとおり。 

 ⒄ その他： 

  ア 薩摩川内市は、「薩摩川内市未来創生ＳＤＧｓ・カーボンニュートラル宣言」をしてい

ます。脱炭素に資する取組を積極的に行ってください。今後、これらの取組について協

力をお願いする可能性がありますので、その際には市との協議にご協力ください。 

  イ 土地開発公社で開発許可を受けている予定建築物の用途は、宅地分譲（住宅、工場、

倉庫関連施設、福利厚生施設、福祉施設、店舗（物品販売）、事務所）となっています。

これら以外の予定建築物は、譲受人で開発許可申請が必要となります。 

 

３ 用地分譲までの流れ 

 ⑴ 分譲予約 

   譲受人予定者は、譲受人選定委員会において、選定の上、決定します。譲受人予定者の

選定後は、選定した用地の分合筆完了後に譲受人の決定を行い、土地売買契約を締結し、

分譲地を引き渡すこととなります。※分譲フロー図（資料５）を参照。 
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 ⑵ 応募条件 

   下記のア「産業立地の基本方針」及びイ「本要領で定める用途制限等」、ウ「その他の要

件」を満たす者。 

  ア 下記のいずれかに合致する事業を自ら営む者。 

   ① ＳＤＧｓ、循環経済、先端素材、次世代エネルギー、ＡＩ・デジタルなど未来志向

の産業に関する事業 

   ② 川内港と連携し、港の機能を高める事業 

   ③ 南九州西回り自動車道の全線開通を見据えた物流拠点整備に関わる事業 

   ④ 地元地域の活性化につながる事業 

    ⅰ 地元住民の生活利便性向上 

    ⅱ 若い世代の移定住者の増加 

    ⅲ 住民参加イベント等による久見崎エリアの活性化 

    ⅳ 周辺環境に配慮した開発（環境基準の順守） 

    ⅴ 地元住民等からの意見・要望を踏まえた取組  

  イ 「２ 募集用地の概要」⒃ 用途制限等に適合した事業を営む者。 

     ※ 分譲エリアイメージ（資料３）を参照。 

  ウ その他、下記の①から⑧の条件を満たす者。 

   ① 土地の購入及び事業計画の実施に必要な資力及び信用を有する者。 

   ② 土地の所有権を移転した日から２年以内に事業活動を開始できる土地所有者。 

     但し、土地開発公社理事長の承認を受けた場合はこの限りではありません。 

   ③ 土地の所有権を移転した日から５年間は、所有権の移転又は転貸をしない者。 

     但し、土地開発公社理事長の承認を受けた場合はこの限りではありません。 

    ※ 土地所有者と事業の実施者は原則、同一の者としますが、親子関係にある法人の

子会社が事業の実施者となる場合等、土地建物の所有者と事業の実施者が異なる形

態の場合、その関係性が分かる書類を提出ください。 

   ④ 公害防止対策が確立され、周辺環境に配慮し良好な環境維持ができる者。 

    ※ 事業所の規模等で大気汚染や水質汚濁などが懸念される場合、環境保全協定の締

結を求めることがあります。 

   ⑤ 申込書提出日現在、公租公課の滞納がない者。 

   ⑥ 建築基準法等各種関係法令を遵守できる者。 

   ⑦ 誘致対象企業の場合、薩摩川内市と立地協定を締結できる者。 

   ⑧ 薩摩川内市暴力団排除条例（平成２４年薩摩川内市条例第３６号）第２条第２号に

規定する暴力団員等を雇用していない者であって、同条第１号に規定する暴力団等で

ない者。 

 ⑶ 分譲予約希望用地 

   分譲予約申込書（様式第 1号）に希望する街区番号について、第１希望から第３希望ま

で記載してください。なお、応募状況等によりご希望に沿えない場合があります。 

 ⑷ 受 付（第３次募集） 

  ア 受付期間 

    令和８年３月２３日（月）から令和８年５月２９日（金）まで 

  イ 受付時間 午前９時～午後５時 

  ウ 受付場所 薩摩川内市土地開発公社 

         〒895-8650 薩摩川内市神田町３番２２号 

         電話 0996-23-5111（代表） FAX：0996-22-4018 

         E-mail:satsumasendai-tochikai@atbb.ne.jp 



5 

  エ 申込方法 提出物をご準備の上、提出期限までに原則、窓口に持参し提出してくださ

い。やむを得ず郵送により提出される場合は、事前にご連絡ください。 

 ⑸ 提出物：（各１部） 

  ア 分譲予約申込書（様式第 1号） 

  イ 事業計画書（様式第 2号） 

  ウ 定款又は規約 

  エ 納税証明書もしくは滞納のない証明書 

  オ 法人の登記簿謄本（交付から 3ヶ月以内のもの） 

  カ 企業概要書（様式第 3号） 

  キ 会社案内（パンフレット等） 

  ク 直近２期分の決算書 

  ケ 誓約書（様式第 4号） 

  コ その他参考となる書類 

 ⑹ 質 問 

   本要領や分譲手続き等に関して質問がある場合は、質問書（様式第 10号）を提出してく

ださい。 

   ア 提出方法 電子メールで提出してください。 

          E-mail:satsumasendai-tochikai@atbb.ne.jp 

   イ 回  答 随時ご回答させていただきます。 

 

４ 分譲予約について 

 ⑴ 選定方法 

  ア 書類審査により譲受人予定者を選定します。 

  イ 必要があればヒアリングにより確認等を行う場合があります。 

  ウ 結果は申込締め切りから概ね２ヶ月後、書面により通知します。 

  エ 分譲用地の位置、面積等については、必ずしもご希望に添えない場合があります。 

  オ 選定経過、結果等に対する異議には、一切、対応いたしません。 

 ⑵ 審 査 

   本要領で示した応募条件のほか、実現性、発展性、持続性、環境適合性についても審査

を行い、譲受人予定者の選定を行います。 

 ⑶ 分譲予約の決定取り消し 

   譲受人予定者として選定を受けたものが次に掲げる行為を行った場合は、土地開発公社

は分譲予約の決定を取り消すことができるものとします。 

  ア 申込書類に虚偽の記載があった場合 

  イ 社会的な信用を著しく失墜させる行為をした場合 

  ウ 事業計画の実施が困難になった場合 

  エ 選定された譲受人予定者から予約辞退届が提出され、土地開発公社が承認する場合 

 

５ 分譲について 

 ⑴ 分譲方法 

   分譲予約申込書（様式第 1号）の分譲予約希望用地を参考に分譲用地を決定し、確定測

量完了後の分譲面積により分譲します。 

 ⑵ 譲受人の決定 

  ア 譲受人予定者の選定後に、分譲予約の内容を尊重の上、分譲に向けた現場での説明・

協議等を行い、譲受人予定者と事業主体の双方合意の上、分譲予定用地の確定測量の完
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了を待って譲受人を決定します。 

  イ 決定後、速やかに書面により通知します。 

  ウ 決定等に対する異議には、一切、対応いたしません。 

 ⑶ 分譲の決定取り消し 

   譲受人の決定を受けたものが次に掲げる行為を行った場合は、土地開発公社は分譲の決

定を取り消すことができるものとします。 

  ア 申込書類に虚偽の記載があった場合 

  イ 社会的な信用を著しく失墜させる行為をした場合 

  ウ 事業計画の実施が困難になった場合 

 ⑷ 契約の締結 

  ア 確定測量と分合筆が完了次第、速やかに土地売買契約を締結するものとします。 

  イ 土地売買契約時に融資見込証明を提出してください。 

  ウ 土地売買契約に要する経費は譲受人の負担となります。 

 ⑸ 分譲代金の支払い 

   契約締結から２ヶ月以内に土地開発公社が示す方法により納入してください。 

 ⑹ 分譲地の引渡し 

  ア 分譲代金が完納された後に分譲地の所有権移転登記を行うものとします。 

  イ 所有権移転登記に関する税や諸経費は譲受人の負担となります。 

   ※ 土地の所有権移転後、事業開始により雇用等の一定の条件を満たした場合、鹿児島

県や薩摩川内市等の企業立地に対する支援の対象となる場合があります。制度の詳細

については薩摩川内市経済シティセールス部産業戦略課にお問い合わせください。 

   ［産業戦略課］ 

    〒895-8650 薩摩川内市神田町３番２２号（薩摩川内市役所本庁 5階） 

          電話：0996-23-5111（内線 5761） 

          E-mail:kigyo@city.satsumasendai.lg.jp 

 

 

【参考ＵＲＬ】 

 ◆本分譲に関すること（市ＨＰ） 

  https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1025/1/2/2/9229.html 

 ◆川内港久見崎みらいゾーン産業立地ビジョン 

  https://www.city.satsumasendai.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoricchi/3/6460.html 

 ◆薩摩川内市企業立地ガイド（補助制度等の情報） 

  https://kigyo-satsumasendai.jp/ 

 ◆薩摩川内市景観条例 

  https://www.city.satsumasendai.lg.jp/soshiki/1038/1/2/4/1405.html 

 


